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（
二
回
に
分
け
て
記
載
し
ま
す
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
孝
和
の
少
年
期
と
養
子
先
（
一
） 

  
 

一
、
は
じ
め
に 

 

算
聖
・
関
孝
和
（
一
六
四
〇
？
～
一
七
〇
八
）
の

少
年
期
の
こ
と
や
養
子
先
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か

っ
て
い
な
い
。生
年
や
生
地
も
確
定
で
き
て
い
な
い
。

不
明
点
が
多
い
の
は
養
子
の
関
新
七(

郎)

久
之
が
博

奕
で
重
追
放
と
な
り
、
関
家
が
断
絶
し
た
こ
と
が
影

響
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
平
山
諦
は
「
わ

が
国
の
文
化
史
上
の
難
問
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

孝
和
の
伝
記
は『
明
治
前
日
本
数
学
史
』(

第
二
巻
、

一
九
五
六
年)

の
記
述
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
、引

用
し
て
み
る
。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

「
関
孝
和
、
通
称
を
新
助
と
い
ふ
。
字
は
子
豹
、
自

由
亭
と
号
す
。
生
年
未
詳
。
宝
永
五
年(

一
七
〇
八) 

歿
す
。
内
山
永
明
の
第
二
子
に
し
て
、
出
で
て
関
氏

を
襲
ぐ
。
甲
府
宰
相
綱
重
お
よ
び
そ
の
子
綱
豊
に
仕

へ
て
勘
定
吟
味
役
（
会
計
検
査
役
）
に
い
た
る
。
宝

永
元
年
綱
豊
が
五
代
将
軍
綱
吉
の
世
子
と
な
っ
て
西

之
丸
に
入
る
や
、
孝
和
も
し
た
が
ひ
て
幕
府
の
直
属

の
士
と
な
り
、
御
納
戸
組
頭
を
勤
む
。
御
蔵
米
二
百

五
十
俵
お
よ
び
十
人
扶
持
を
給
せ
ら
れ
、
後
改
め
て

三
百
俵
と
な
る
。
宝
永
三
年
十
一
月
致
仕
し
て
子
普

請
（
こ
れ
は
非
役
）
に
入
る
。
宝
永
五
年
十
月
二
十

四
日
病
を
も
つ
て
歿
す
。
法
名
を
法
行
院
宗
達
日
心

居
士
と
い
ふ
。
牛
込
七
軒
町
（
現
弁
天
町
）
浄
輪
寺

に
葬
る
。
甥
新
七
郎
を
養
ひ
て
、
嗣
と
す
。
新
七
郎

は
享
保
九
年
甲
府
勤
番
と
な
り
、
同
十
二
年
（
注１
）

博
奕
の
事
に
座
し
て
追
放
さ
る
。
是
に
お
い
て
関
家

は
断
絶
す
。」 
（
注１
）
同
二
十
年
が
正
し
い
。 

＃  
 
 

＃ 
 
 

＃ 

 

伝
記
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
は
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
寛
政
重
修
諸

家
譜
』（『
寛
政
譜
』
と
略
す
）
及
び
『
寛
政
諸
家
系

譜
』
な
ど
の
内
山
家
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。 

 

生
年
に
つ
い
て
は
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）、

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四

二
）
の
三
説
が
あ
り
、
生
地
に
つ
い
て
は
藤
岡
（
群

馬
）
と
江
戸
と
が
あ
る
が
決
め
手
は
な
い
状
況
だ
と 

い
う
。 

 

関
孝
和
は
少
年
期
ど
こ
で
過
ご
し
養
子
先
は
ど
こ

な
の
か
、
そ
し
て
養
子
の
新
七(

郎)

の
博
奕
事
件
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
な
ど
は
確
か
に
興

味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
少
し
調
べ
て
み
た
。 

  
 

二
、『
武
蔵
府
中
物
語
』
に
あ
る
関
家
の
説 

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
『
寛
政
譜
』
の
内
山
家
に

つ
い
て
、
孝
和
の
祖
父
・
父
・
兄
に
つ
い
て
は
そ
れ

な
り
の
記
述
が
あ
る
が
、
孝
和
に
つ
い
て
は
「
考
和

（
永
明
次
男
） 

新
助 

關
五
郎
左
衛
門
某
が
養
子
」

と
あ
る
の
み
で
素
っ
気
な
い
。
ど
こ
の
関
家
に
養
子

に
行
っ
た
か
不
明
な
の
だ
。 

歴
史
的
に
内
山
氏
を
調
べ
る
と
、
内
山
氏
は
「
芦

田
五
十
騎
」
に
属
し
て
い
た
。
芦
田
氏
は
武
田
家
の

遺
臣
で
、
武
田
家
滅
亡
後
、
信
長
の
武
田
の
遺
臣
を

誅
せ
よ
と
い
う
命
に
、
家
康
は
芦
田
五
十
騎
を
か
く

ま
い
、
の
ち
家
康
の
配
属
と
し
甲
信
の
守
り
を
命
じ

た
。
そ
の
恩
に
芦
田
氏
は
北
条
と
の
戦
い
に
戦
功
を

た
て
た
と
い
う
。『
寛
政
譜
』
に
あ
る
よ
う
に
、
天
正

十
三
年
に
は
「
真
田
昌
幸
が
こ
も
れ
る
信
濃
國
上
田

城
を
せ
む(

攻
め
る)

」
た
の
で
あ
る
。
天
正
十
八
年

に
は
上
州
藤
岡
に
三
万
石
を
賜
わ
っ
た
。
こ
れ
が
芦

田
氏
と
藤
岡
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。寛
永
四
年(

一
六

二
七)

、
駿
河
大
納
言
忠
長
（
三
代
将
軍
家
光
の
弟
）

に
仕
え
駿
府
に
移
る
が
、
忠
長
の
上
州
高
崎
に
幽
閉

の
身
と
な
る
に
及
び
、
再
び
芦
田
氏
は
藤
岡
に
移
る

こ
と
に
な
る
。 
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『
寛
政
譜
』
に
は
関
家
は
七
家
ほ
ど
載
っ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
可
能
性
の
あ
る
の
が
、「
関
吉
眞
―
関

吉
兼
―
関
吉
直
」
の
家
系
で
あ
る
。
こ
の
家
系
は
同

じ
芦
田
組
で
あ
り
、
且
つ
藤
岡
と
の
結
び
つ
き
な
ど

内
山
氏
と
近
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
の
吉
直
に
つ

い
て
『
寛
政
譜
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

「
吉
直(

よ
し
な
お) 

（
吉
兼
次
男
・
世
嗣
）
＝
傳
兵
衛 

五
郎
左
衛
門 

母
は
中
澤
氏
の
女
。
台
徳
院
殿(

秀

忠)

に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
り
、上
野
國
藤
岡
に
を
い
て

采
地
百
石
を
た
ま
ひ
、
の
ち
大
坂
両
度
の
御
陣
に
本

多
佐
渡
守
正
信
が
手
に
属
し
て
供
奉
を
つ
と
む
。
元

和
九
年
三
月
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
に
附
属
せ
ら
れ
、

廩
米
五
十
俵
を
加
へ
ら
れ
、
大
番
を
つ
と
む
。
彼
卿

事
あ
る
の
ゝ
ち
武
蔵
國
府
中
に
潛
居
す
。
寛
永
十
六

年
閏
十
一
月
七
日
め
し
か
へ
さ
れ
御
寶
蔵
番
と
な
り
、

十
七
年
二
月
二
十
六
日
上
総
國
武
射
郡
の
う
ち
に
を

い
て
采
地
百
石
を
よ
び
廩
米
五
十
俵
を
を
た
ま
ふ
。

延
寶
元
年
四
月
十
六
日
死
す
。
年
八
十
三
。
法
名
宗

空
。
府
中
の
高
安
寺
に
葬
る
。
後
代
々
葬
地
と
す
。

妻
は
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
家
臣
依
田
佐
五
兵
衛
重
政

が
女
。」 ＃  

 
 

＃ 
 
 

＃ 

こ
の
よ
う
な
記
述
を
背
景
と
し
て
、
府
中
大
国
魂

神
社
の
宮
司
で
あ
る
猿
渡
盛
厚
の
『
武
蔵
府
中
物
語

（
上
）』（
昭
和
三
十
八
年
刊
）
は
、
こ
の
家
系
が
孝

和
を
養
子
に
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
記
述
の
一
部

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

「
孝
和
が
関
五
郎
左
衛
門
某
が
養
子
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
あ
い
ま
い
な
が
ら
内
山
系
図
で
も
推
知

が
で
き
、
一
般
の
通
説
で
そ
う
で
あ
る
が
、
関
五
郎

左
衛
門
某
と
い
う
の
は
、
吉
直
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

た
し
か
で
あ
る
。
而
し
て
、
吉
直
が
孝
和
を
養
子
に

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。 

吉
直
は
非
常
に
義
俠
心
が
深
い
人
で
あ
っ
て
、
正
保

三
年
に
、
孝
和
が
内
山
父
母
を
同
時
に
失
い
、
孤
児

と
な
っ
て
、
世
話
す
る
も
の
が
な
い
の
を
見
て
、
非

常
に
不
憫
に
思
い
、
お
れ
が
養
育
し
て
や
る
と
云
っ

て
、引
取
っ
て
養
育
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

孝
和
が
父
母
に
別
れ
た
の
は
丁
度
五
歳
の
時
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
十
五
六
歳
に
な
っ
た
と
き
、
館
林
綱
吉

に
召
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
吉
直
の
手
許
で
生
長
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
果
し
て
孝
和
が
、
吉
直
の
戸
籍
上

の
相
続
人
と
な
っ
た
か
、
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
此
の
時
は
、
吉
直
に
は
す
で
に
他
の
関
家

か
ら
迎
え
た
養
子
の
五
郎
左
衛
門
の
吉
次
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
孝
和
は
、
正
式
な
嗣
子
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
寛
政
呈
譜
の
際
、
関
五
郎

左
衛
門
一
家
か
ら
、
孝
和
も
、
新
七
も
除
外
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。」 

＃  
 
 

＃ 
 
 

＃ 

 

一
見
し
て
わ
か
る
の
は
、感
情
的
な
表
現
が
多
く
、

特
に
棒
線
部
分
な
ど
は
根
拠
を
挙
げ
て
き
ち
ん
と
述

べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
穿
っ
た
見
方
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
。
続
け
て
次
の
よ
う
に
も
言
う
。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

「
新
七
が
所
刑
さ
れ
た
時
は
、
孝
和
が
卒
去
し
て
二

十
八
年
後
で
あ
っ
た
が
、
系
譜
に
は
、
孝
和
は
内
山

永
明
の
次
男
と
あ
っ
て
下
に
新
助
、
関
五
郎
左
衛
門

某
が
養
子
と
出
て
い
る
。
而
し
て
三
上
（
義
夫
）
先

生
も
迷
っ
た
如
く
、
孝
和
を
考
和
と
か
い
て
「
タ
カ

カ
ツ
」
と
い
う
仮
名
を
つ
け
て
あ
り
、
其
の
下
に
、

関
五
郎
左
衛
門
が
養
子
と
し
て
、
某
と
だ
け
で
、
名

前
を
現
さ
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
誰
が
み
て
も
お
か
し

い
と
思
わ
な
い
も
の
は
あ
る
ま
い
。 

依
っ
て
考
え
る
に
、関
家
と
い
え
、内
山
家
と
い
え
、

寛
政
呈
譜
の
際
、
孝
和
と
、
新
七
の
名
前
を
出
す
こ

と
を
、
公
儀
を
も
憚
り
、
又
は
系
図
上
に
遺
す
こ
と

を
嫌
っ
て
、
か
か
る
書
上
を
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
と
思
う
。」 

＃ 
 
 

＃ 
 
 

＃ 

つ
ま
り
猿
渡
盛
厚
は
、
孝
和
の
養
子
新
七
の
博
奕

に
よ
る
追
放
で
関
家
の
名
が
疵
つ
く
の
を
恐
れ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、『
寛
政
譜
』
の
別
の
個
所
の

関
氏
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
、
新
七(

郎)

の
こ
と
を

比
較
的
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
必
ず
し
も
関
家
の
名

に
疵
つ
く
の
を
恐
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
な
お
、
孝
和
の
こ
と
を
秀
和
と
記
し
て
い

る
。ま
た
新
七
郎
は
孝
和
の
弟
・
永
行
の
子
で
あ
る
。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

「
關 

秀
和
實
は
内
山
七
兵
衛
永
明
が
二
男
に
し
て
、

關
氏
の
養
子
と
な
る
。 

秀
和(

ひ
で
と
も)

＝
新
助 

櫻
田
の
舘
に
を
い
て
文
昭 
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院
殿(
家
宣)

に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
り
、
勘
定
方
の
吟

味
役
を
つ
と
む
。
寶
永
元
年
西
城
に
う
つ
ら
せ
た
ま

ふ
の
と
き
し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
り
、御
家
人
に
列
し
、

廩
米
二
百
五
十
俵
、
月
俸
十
口
を
た
ま
ひ
、
十
二
月

十
二
日
西
城
御
納
戸
の
組
頭
と
な
り
、
後
月
俸
を
あ

ら
た
め
ら
れ
、
す
べ
て
廩
米
三
百
俵
と
な
る
。
三
年

十
一
月
四
日
務
を
辞
し
、
小
普
請
と
な
る
。
五
年
死

す
。 

某 

平
蔵 

實
は
某
氏
の
男
。秀
和
が
養
子
と
な
る
。

寶
永
二
年
六
月
十
日
は
じ
め
て
常
憲
院
殿(

綱
吉)

に

拝
謁
す
。 

某
（
秀
和
・
世
嗣
） 

新
七
郎 

實
は
某
氏
が
男
。

秀
和
が
養
子
と
な
る
。
寶
永
三
年
十
月
朔
日
は
じ
め

て
常
憲
院
殿(

綱
吉)

に
ま
み
え
た
て
ま
つ
り
、
五
年

十
二
月
二
十
九
日
遺
跡
を
継
、
享
保
九
年
八
月
十
三

日
甲
府
の
勤
番
と
な
り
、
十
二
年
八
月
五
日
同
僚
の

輩
と
参
会
し
、博
奕
せ
し
事
露
顕
し
、追
放
せ
ら
る
。」 

＃  
 
 

＃ 
 
 

＃ 

 

さ
て
、『
武
蔵
府
中
物
語
』
に
戻
る
と
、
さ
ら
に
続

け
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

「
思
う
に
、
孝
和
が
戸
籍
上
の
、
実
際
の
関
吉
直
の

嗣
子
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、関
一
家
は
廃
家
と
な
り
、

子
孫
ま
で
も
断
絶
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
容
易
の
こ
と

で
は
な
い
。
さ
れ
ば
吉
直
の
家
名
も
子
孫
も
断
絶
す

べ
き
筈
だ
が
、
何
等
障
り
な
く
、
其
の
子
孫
が
、
依

然
御
家
人
と
な
っ
て
、
五
六
代
も
繁
栄
し
た
の
を
見

れ
ば
、
只
孝
和
は
、
養
子
と
い
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た

か
ら
、
吉
直
に
は
、
幸
に
何
等
関
係
し
な
か
っ
た
の

で
、
寛
政
呈
譜
の
際
に
孝
和
を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。 

な
お
、
内
山
家
で
も
、
永
明
の
次
男
に
は
相
違
な
い

が
、
已
む
な
く
孝
和
を
別
人
の
如
く
見
せ
て
、
文
字

を
代
え
て
、
考
和
と
し
て
掲
げ
、
又
関
五
郎
左
衛
門

某
が
養
子
と
し
て
、
某
と
い
っ
て
、
名
前
を
現
わ
さ

な
い
で
、
あ
い
ま
い
に
ぼ
か
し
た
と
こ
ろ
に
、
両
家

の
苦
心
の
巧
作
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」 

＃  
 
 

＃ 
 
 

＃ 

 

こ
の
よ
う
な
記
述
は
そ
の
ま
ま
信
用
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
か
な
り
穿
っ
た
見
方
で
あ
る
し
、
や
は
り

根
拠
を
欠
く
よ
う
に
思
え
、
孝
和
の
養
子
先
が
府
中

に
縁
の
あ
る
関
家
と
い
う
の
は
疑
わ
し
い
。 

  
 

三
、
断
家
譜
を
も
と
に
し
た
関
家
説 

 

『
断
家
譜
』
は
慶
長
か
ら
文
化
年
間
ま
で
に
断
絶

し
た
八
百
八
十
余
の
大
名
旗
本
な
ど
を
対
象
と
し
た

系
譜
集
。
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
成
立
で
田
畑
喜
右

衛
門
著
。
関
孝
和
の
伝
記
の
研
究
の
中
で
は
何
故
か

最
近
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
い
た
史
料
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
『
断
家
譜
』
に
関
家
に
つ
い
て
の
記
述
が
次

の
よ
う
に
あ
る
。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

「
藤
原 

關 

本
国
信
濃 

紋 

某 

関 

桜
田
御
殿
御
勘
定
、
寛
文
五
年
乙
巳
八
月

九
日
没
、
葬
牛
込
浄
輪
寺
、
法
名
雲
岩
宗
白
、 

孝
和 

新
助 

実
御
天
主
番
内
山
七
兵
衛
永
明
次
男 

 

生
江
戸
、
桜
田
御
殿
御
納
戸
頭
、
賜
二
百
俵
、
宝

永
元
年
甲
申
十
二
月
十
二
日
西
丸
御
納
戸
組
頭
、
同

五
年
戊
子
十
月
二
十
四
日
没
、
葬
牛
込
浄
輪
寺
、 

女
子 

貞
享
三
丙
寅
正
月
十
六
日
夭
、
法
名
妙
想
童

女
、 

女
子 

元
禄
十
一
年
戊
寅
五
月
二
十
一
日
夭
、
法
名

夏
月
妙
光
童
女
、 

久
之 

新
七 

実
内
山
松
軒
永
行
子 

宝
永
三
年
丙

戌
十
月
朔
日
始
御
目
見
、
同
五
年
戊
子
十
二
月
二
十

九
日
跡
目
二
百
俵
、
為
小
普
請
大
久
保
淡
路
守(

教

福)

組
、
享
保
九
年
甲
辰
八
月
十
三
日
甲
府
勤
番
、
同

二
十
年
乙
卯
八
月
六
日
重
追
放
、」 

＃  
 
 

＃ 
 
 

＃ 

こ
こ
に
出
て
く
る
「
桜
田
御
殿
」
と
は
甲
府
宰
相

綱
重
が
居
住
し
た
所
で
あ
る
。
綱
重
は
甲
府
に
在
国

し
た
こ
と
は
な
く
江
戸
の
桜
田
邸
に
居
住
し
て
い
た
。 

さ
て
、
文
献(

６)

は
、
関
孝
和
の
養
家
、
養
父
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

『
寛
政
譜
』
に
出
て
く
る
各
関
氏
を
年
次
的
に
あ

る
い
は
没
年
か
ら
養
父
た
り
え
な
い
と
否
定
し
、「
結

論
と
し
て
は
、『
断
家
譜
』
を
素
直
に
読
め
ば
、（
養

父
は
）
桜
田
御
殿
御
勘
定
の
関
姓
で
あ
っ
た
人
〝
関

某
〟
で
、
寛
政
重
修
諸
家
譜
に
経
歴
が
明
示
的
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
人
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し

て
い
る
。 

そ
し
て
「
甲
府
日
記
」
を
調
べ
、「
寛
文
五
年
八

月
九
日
以
降
か
ら
大
晦
日
ま
で
の
関
家
の
跡
目
相
続

の
記
載
は
た
だ
一
つ
で
、
関
十
郎
右
衛
門
が
養
父
の
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も
の
だ
け
で
、そ
の
養
子
の
名
前
は
関
弥
右
衛
門
で
、

小
十
人
御
番
と
し
て
出
仕
し
、
寛
文
七
年
正
月
十
八

日
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
高
百
俵
で
跡
目
を
継
ぎ
こ
の

時
点
で
、
三
人
扶
持
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
関
新
助
孝
和
先
生
の
養
父
の
可
能
性
の
あ
る
の

は
関
十
郎
右
衛
門
の
み
で
、
新
助
の
他
に
弥
右
衛
門

と
い
う
通
称
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。「
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
八
月
九
日
」
と
い

う
の
は
、
浄
輪
寺
の
過
去
帳
に
「
寛
文
五
巳
八
月
九

日 

関
新
助
養
父 

雲
岩
宗
白
信
士
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
採
用
し
た
日
に
ち
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
養
父

の
亡
く
な
っ
た
日
で
あ
る
。
こ
の
時
、
孝
和
は
寛
永

十
七
年
生
ま
れ
と
す
れ
ば
二
十
六
歳
で
あ
る
。 

 

「
甲
府
日
記
」
に
あ
る
関
連
個
所
は
次
の
様
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
（
文
献(

７)

に
よ
る
）。 

＊  
 
 

＊ 
 
 

＊ 

〔
跡
目
相
続
〕 

 

（
寛
文
五
年
）
十
一
月
二
十
三
日 

 
 

跡
目
被
仰
付
候
次
第 

一
但
馬
守
出
雲
守
壱
岐
守
淡
路
守
番
頭
詰
座
敷
ニ 

列
座
有
之
而
被
申
渡
之 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 
 
 
 
 

花
房
平
左
衛
門
被
仰
渡
候 

 
 
 
 

養
子 

 
 
 

関
十
郎
右
衛
門
跡
目 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 

右
何
茂
跡
目
御
定
之
通
被
仰
付
候
間
勘
定
頭
両 

 

人
之
衆
可
申
合
旨
但
馬
守
申
渡
之 

 

〔
跡
目
相
続
の
御
礼
（
綱
重
公
臨
席
）〕 

 

（
寛
文
五
年
）
十
二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
弥
右
衛
門 

 

右
鳥
目
を
以
中
御
座
敷
縁
頬
杉
戸
障
子
際
ニ
テ 

御
礼
申
上
候 

殿
様
中
之
御
座
敷
囲
際
ニ
テ
御 

立
座
被
遊
也 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 

〔
小
十
人
組
番
士
と
し
て
出
仕
を
申
渡
さ
れ
る
〕 

（
寛
文
五
年
）
十
二
月
二
十
一
日 

一
衝
立
之
間
壱
岐
守
淡
路
守
列
座
関
弥
右
衛
門
呼 

 

出
之
小
十
人
エ
御
番
被
為
候
間
勤
番
可
仕
候
也 

 

御
礼
御
出
座
無
之 

 

〔
加
増
〕 

（
寛
文
七
年
）
正
月
十
八
日 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 

養
父
跡
目
百
俵
被
下
之 

 
 

今
度
三
人
扶
持
被
下 

 
 
 

関
弥
右
衛
門 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 

（
今
ま
で
百
俵
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
三
人
扶
持
を
加

増
さ
れ
る
、
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
は
百

俵
で
こ
の
時
点
で
加
増
さ
れ
た
） 

＃  
 
 

＃ 
 
 

＃ 

文
献(

７)

に
は
こ
の
他
に
甲
府
藩
の
関
家
に
つ
い

て
示
唆
に
富
ん
だ
記
事
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略

す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
孝
和
の
養
父
が
甲
府
藩

士
の
関
十
郎
右
衛
門
で
あ
る
と
い
う
の
は
信
憑
性
の

高
い
話
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
跡
目
相
続
が

二
十
六
歳
頃
の
こ
と
と
し
て
も
、
養
子
に
い
つ
入
っ

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。 

な
お
、
こ
の
場
合
『
寛
政
譜
』
の
「
関
五
郎
左
衛

門
某
」
の
五
郎
左
衛
門
は
何
か
の
間
違
い
の
記
述
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
違
い
を
指
摘
し
た
文
献

も
あ
る
。 
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